
令和４年７月２１日 

建設建築委員会資料 

建築都市局都市計画課 

町なか居住の在り方について 

【本市のコンパクトなまちづくりの取組について（立地適正化計画）】 

１ 立地適正化計画について 

○急速な人口減少と超高齢化の状況でも、持続可能な都市経営を確保するため、都市

のコンパクト化を積極的に推進することとして、平成 26 年 8 月の都市再生特別措

置法の改正により、「立地適正化計画」が制度化された。 

○本計画は、都市全体の観点から、居住機能や商業・医療・福祉施設等の都市機能の

立地、公共交通の充実等についてまとめた包括的なマスタープランである。 

〇北九州市は平成 28 年 9 月に「北九州市立地適正化計画」を策定している。 

 

  ≪北九州市立地適正化計画（概要）≫ 

  策  定：平成 28 年 9 月 

  内  容：「都市機能誘導区域」及び「誘導施設」、「居住誘導区域」を設定 

  目  標：居住誘導区域における人口密度（120 人／ha） 

       公共交通機関の利用者割合（32％） 

  目標年次：令和 22 年（2040 年） 

 

 

２ 立地適正化計画の見直し（R4 年度実施） 

（１）見直し項目 

①PDCA に基づく見直し 

概ね 5年ごとに、施策・事業等の見直しを行っていくこととしており、分析及

び評価については、令和 2年度の国勢調査結果を基に検証を行う。 

②法改正に伴う「防災指針」の策定 

令和 2年 6月に都市再生特別措置法が改正され、居住の安全確保などの防災・

減災対策の取組を推進するため、立地適正化計画に「防災指針」を記載すること

とされたことから、都市の防災に関する機能を確保するための「防災指針」を定

めるとともに、防災指針に基づく具体的な取組を位置づける。 

（２）見直しの進め方 

   都市計画審議会の意見を聴きながら、見直し作業を進めていき、適宜、常任委

員会に対し報告を行う。 

  （今後のスケジュール（案）） 

・令和 4年 12 月：見直し計画（素案）の作成、パブリックコメントの実施 

・令和 5年 3月：見直し計画（案）のとりまとめ 
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１ コンパクトなまちづくりの必要性 

 本市は、今後、急速な人口減少と超高齢化により、住宅市街地の低密度化、地域活力の低下が進み、

厳しい財政状況のもとでは、市民生活を支えるサービスの提供が困難になることが想定されます。 

 このような人口減少下においても、地域の活力を維持・増進し、都市を持続可能なものとするため

には、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交

通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を

見直し、コンパクトなまちづくりを進めていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北九州市立地適正化計画【概要版】 

S46 S56 H3 H13 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

<公共交通利用者数の推移> 

<北九州市の人口推移> 

拠点機能の低下 

・拠点である市街地中心部での人口密度の低下 

・未利用地の発生 

地域活力の低下 

・人口減少、高齢化、人口密度のさらなる低下 

106.5万人 
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筑豊電鉄のＨ3までには西鉄北九州線を含む

タクシーは、北九州交通圏の合計

（万人/日） 

20 

0 

60 

40 

80 モノレール 
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ＪＲ 
タクシー 

バス 

公共交通の衰退 

・公共交通利用者は平成17年頃まで減少し、 

横ばい傾向 

災害に対する不安感の増大 

・斜面地には土砂災害警戒区域も多く、 

高齢化率も高い 

財政への影響 

・公共施設の大規模改修等の将来的な必要額 

は、近年の財政水準では大幅に不足 <公共施設の大規模改修・建替え費用> 

H22～H24 H25～H34 H35～H44 H45～H54 H55～H64

約177億円

約299億円 約293億円

約447億円

約168億円

不足額

約122
億円

不足額

約116
億円

不足額

約270
億円

決算実績(年平均) 将来の必要額(年平均) 

都市の現状と課題 

コンパクトなまちづくりを 

進めていくことが重要！ 

 

 

２ 



２ 計画策定の背景 

(1) 立地適正化計画とは 

平成２６年８月、国において、急速な人口減少と超高齢化の状況でも、持続可能な都市経営を確

保するため、都市のコンパクト化を積極的に推進することとし、都市再生特別措置法の改正により、

「立地適正化計画」が制度化されました。 

立地適正化計画とは、市町村が、都市全体の観点から、居住機能や商業・医療・福祉施設等の都

市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 市民の意識 

 コンパクトなまちづくりに関する市民意識調査を実施しました。 

(平成２７年６～７月実施。２０歳以上の北九州市民３千人が対象。有効回答１,３６５票,４５％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地適正化計画のイメージ 

届出制度(区域外) 
 一定規模以上の開発や 

建築等は事前届出が必要 

居住誘導区域 
 居住を誘導し人口密度を維持する 

 エリアを設定 

都市機能誘導区域 
 生活サービスを誘導するエリアと 

 当該エリアに誘導する施設を設定 

立地適正化計画区域（=都市計画区域） 

優遇措置(区域内) 
財政上・金融上・税制上 

の支援措置等 

公共交通 
 維持・充実を図る公共交通網を設定 

・まちの中心部などに住む人の約９割が、(引

き続き)まちの中心部などに住みたいと回答 

・郊外部でも、約５割の人がまちの中心部など

に住みたいと望んでいる 

「コンパクトなまちづくり」を進めることは必要？ 「一定の人口の集積を保っていく区域」を設定す

ることは必要？ 

住みたいと望む場所は？ 

必要ない 

7.4% 
その他 

2.0% 

無回答 

2.5% 

必要ない 

12.1% 

その他 

1.7% 
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2.4% 

必要である等 88.1% 
どちらかというと 

必要である 

47.1% 

必要である 

41.0% 

どちらかというと 

必要である 

52.7% 

必要である 

31.1％ 

必要である等 8３.８% 
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３ 計画の位置づけ等 

 本市は、平成１５年１１月に策定した北九州市都市計画マスタープランにおいて、街なか居住など

都市計画の基本的な方針を明確にし、諸施策を総合的に展開してきましたが、コンパクトなまちづく

りをより一層推進するため、「立地適正化計画」を策定します。 

 

(1) 位置づけ 

 本市の基本構想等まちづくりに

関する多様な分野の計画と連携し

ながら策定します。 

(2) 対象区域 

 平成２８年４月１日時点の都市

計画区域とします。 

(3) 目標年次 

 平成５２年(２０４０年)とします。 

 

 

４ 北九州市の目指すべき都市像 

将来の都市生活イメージを実現するため、都市構造形成の基本的な方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

立地適正化計画の位置づけ 

集約型の都市づくりのイメージ 

方針１：集約型の都市構造の形成 

北九州市における望ましい公共交通ネットワーク 拠点の階層と移動手段のイメージ 

小倉 
黒崎 

方針２：階層構造の拠点形成 方針３：交通網ストックを活かした交通軸形成 

 

徒歩、 
自転車 

幹線バスなど 

鉄軌道、 
主要幹線バスなど 

徒歩、 
自転車 

[拠点内移動] 

徒歩、自転車、 
既存公共交通 

４ 



(1) 集約型の都市構造が進むことによる暮らしの変化のイメージ 

[街なかのイメージ] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[郊外部のイメージ] 

 

 

 

 

 

 

 

このままいくと２５年後は 

集約型の都市構造形成が進むと 

このままいくと２５年後は 

バス路線の減便
や廃止が進む。 

店舗などが撤退し、身近な場所でサービスが受けられない。 

人口が減少していく中でも、市街地を維持するための費用は変わらず、財政への影響が懸念。 

中心市街地をはじめとした拠点での賑わいや拠

点機能が低下。北九州市としての魅力も低下。 

空き家の発生に

よる治安の悪化。 

高齢化が進み、買い物や通

院などの問題が悪化。コミ

ュニティも薄くなり、見守

りもあまりできなくなる。 

 

居住の誘導 

バス路線を⽀線化 

バリアフリー化など
で乗り継ぎを円滑に 

拠点や公共交通軸沿線に
おける居住や都市機能誘
導の推進 

空き家の除却促進な
ど良好な環境を確保 

運⾏頻度を確保 

空き家の発生（防犯性等の低下） 

路線バスの廃⽌ 

運⾏頻度の低下 

このままいくと 

土砂災害の恐れのある区域

から安全な街なか区域へ。 
外出する機会も増え、 
歩くことでより健康 
になれる。 

コミュニティが維持され、 
見守りや助け合いの中で 
暮らせる。 

車を運転しなくても 
私用を済ませられる。 

 

公共交通を便利に 

利用できる人が 

増加する。 

 

身近な場所で、通院やデイサービスが受けられ、 
家族にとっても安心。 

 

育児施設も身近にあるから、
共働き世帯でも安心。ゆとり
をもった暮らしが出来る。 

誰もがアクセスしやすい街なかに 
働き口が確保されやすくなる。 

 公共施設が便利な場所に集約され、より利用しやすくなる。 

集約型の都市構造形成が進むと 

５ 



(2) 都市空間形成の方向性(将来都市構造)  

 本市は、これまで、「元気発進！北九州」プランなどにおいて、｢街なか｣の重点化、｢拠点地区｣

における都市機能の強化などを都市づくりの基本としてきましたが、今後とも、これら｢街なか｣

の｢拠点｣を重視する考え方を継続することとします。 

 本市の目指すべき都市像を描くと、下図のとおり、都心･副都心、地域拠点とこれらを結ぶ軸

を骨格とする都市構造となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点の構造とまちづくりの方向性 

コンパクトザウルス 

北九州市の拠点とこれらを結ぶ軸を骨格とす

る、都市構造型キャラクター。子供たちをはじ

め多くの人に、コンパクトなまちづくりに関心

を持ってもらうため、現れました。街なか出身。 

響灘地区につながる、歴史と

水辺の景観を生かした、歩い

て便利に暮らせるまちづくり 

先端科学技術に関する教育・研究機関が 

集積し、良好な住宅地が形成された複合 

的なまちづくり 

新旧の産業が融合し、教育・芸術施設

や博物館等観光資源を生かした、多く

の人が楽しみ、学ぶことができるまち

づくり 

港町としての歴史・文化を継承する 

広域観光拠点として多くの人が訪れる 

まちづくり 

交通結節機能を生かした、 

地 域 と の 交 流 を 深 め る 

学園都市としての魅力ある 

まちづくり 

 

本市の南西部における暮らしを支える拠点としての、 

長崎街道の歴史と文化を生かしたまちづくり 
 

北九州都市圏西部の中核を担う広域集客 

拠点としての、商業・業務・文化など高次の 

都市機能が集積された、質の高い居住環境を 

有する個性のあるまちづくり 

 

福祉施設や公共施設・商業等の

都市機能が集積された、便利で

豊かさのあるまちづくり 

２００万人規模の北九州都市圏

の中核として、国際的・広域的な

交流拠点にふさわしい、様々な、

高次都市機能が集積された躍動

的で魅力豊かなまちづくり 

海と山に囲まれた魅力的な景観を

背景に、多様な世代が住む、にぎ

わい空間のあるまちづくり 

城野ゼロ・カーボン先進街区の取組み

や交通の拠点性を生かした、環境未来

都市にふさわしいまちづくり 

 

北九州空港跡地の産業団地など、

駅周辺の交通拠点性を生かした、

便利で暮らしやすいまちづくり 

 
子育てしやすく高齢社会にも対応

した、持続可能で利便性の高い住宅

市街地としてのまちづくり 

～「コンパクトザウルス」型都市構造を目指して～ 

凡例 

 
都心・副都心 

 
地域拠点 

 都心、副都心、地域拠

点相互を接続する軸 

 
市街化区域 

 

６ 



 

 

〇 将来にわたり便利で暮らしやすい｢街なか｣の形成 

評価指標 
(現況値) トレンド値※１ (目標値) 

平成22年 平成52年 
居住誘導区域に 

おける人口密度 
130 人/ha 108 人/ha 120 人/ha 

 ※１ 現状のまま進行した場合 

〇 誰でも安心して移動できるまちの実現 

評価指標 
(現況値) (目標値) 

平成2４年 平成３2年 平成52年 
公共交通機関(JR、モノレール、
筑豊電鉄、バス)の利用者割合 ２２％ ２４％ ３２％ 

  

５ 都市機能誘導区域及び誘導施設、居住誘導区域 
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地区名 誘導施設 

小倉都心 商業施設等： 

 商業施設、スタジアム、文化ホール、劇場、 

映画館等不特定多数の人が利用する施設

であり、施設の床面積の合計が 

10,000㎡を超えるもの 

 

公共施設： 

国県市の拠点施設 

（庁舎、区役所、基幹図書館） 

 

病院： 

病床数200床を超えるもの 

 

大学 等： 

学生数が500名を超えるもの 

黒崎副都心 

門司港 

門司 

城野 

徳力・守恒 

下曽根 

若松 

八幡・東田 

折尾 

戸畑 

学術研究都市 

図 都市機能誘導区域と居住誘導区域 

修正予定 

都市機能誘導区域と誘導施設 

「コンパクトザウルス」型都市構造の形成に向け、拠点への高次の都市機能、「街なか」への居住を誘導するため、「都市機能誘導区域」と「誘導施設」、「居住誘導区域」を定めます。 

居住誘導区域 

○都市機能誘導区域は、医療・商業等の都市機能を拠点

に誘導し集約することにより、これらの各種サービス

の市民への効率的な提供を図る区域です。 

○都心・副都心、地域拠点として位置づけた拠点の中か

ら、都市機能誘導区域を設定します。 

○居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリ

アにおいて人口密度を維持することにより、生活サ

ービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、

居住を緩やかに誘導する区域です。 

○「街なか」の区域として、居住誘導区域に「含む区

域」(ＳＴＥＰ１)から、「含まない区域」（ＳＴＥＰ２）

を除いた区域を、適切な目標値（ＳＴＥＰ３）を定

めた上で、設定します。 

◆区域設定の基本的考え方 

ＳＴＥＰ１：居住誘導区域に「含む区域」 

○都市機能誘導区域 

○公共交通利用圏 

・鉄軌道駅半径500m圏、 

バス路線(※主要幹線・幹線軸に係るもの)沿線 

300m圏（高台地区は100m圏）） 

○良好な居住環境が形成・保全される区域 

・土地区画整理事業、住宅市街地総合整備事業、又は

開発許可による開発・整備区域であって、5ha以上

の住宅系地区計画が定められた区域 
 

ＳＴＥＰ２：居住誘導区域に「含まない区域」 

○市街化調整区域など 

○災害発生の恐れのある区域 

・土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域など 

○法令・条例により住宅の建築が制限されている区域 

 ・工業専用地域など 

○宅地造成工事規制区域 

  (「良好な居住環境が形成・保全される区域」は除く) 

○工業地域のうち工業専用地域又は臨港地区と隣接し、

かつ、一体的な土地利用がなされている区域 
 

ＳＴＥＰ３：目標値の設定 

○「街なか」になるべく多くの人がまとまって住むこ

とが、地域の活力の維持・向上や公共交通の維持に

資することから、居住誘導区域内の人口密度を指標

として目標値を設定します。 

○都市機能誘導区域は、地域拠点のうち12地区におい

て設定します。 

○区域設定においては、北九州都市計画区域マスタープ

ラン（福岡県策定）等との整合を図り、市の関連プロ

ジェクト（城野ゼロ・カーボン先進街区等）を考慮し

ます。 

○誘導施設は、高次の都市機能を誘導するものとして、 

北九州都市計画区域マスタープランにおける大規模

集客施設と同じ施設とすることを基本とします。 

◆区域・誘導施設設定の基本的考え方 

６ 目標値 

 「コンパクトザウルス」型都市構造の実現を図

るための指標と将来の目標値を設定します。 

 

※面積は道路、公園等の面積を除外した数値 

面積 人口密度(H22)

市街化区域 約9,500ha 98人/ha

居住誘導区域 約5,600ha 130人/ha

居住誘導区域の面積等 

※主要幹線軸：概ね10分に1本以上の頻度 
で公共交通機関が運行する交通軸 

幹線軸：概ね30分に1本以上の頻度で 
公共交通機関が運行する交通軸 

<居住誘導区域における人口密度の目標値> 

※2 誘導割合：5年毎の居住誘導区域外から内への 

転入者の数の居住誘導区域外の人口に対する割合。 

110 

(人/ha) 

120 

130 

平成22年 平成52年 

誘導割合7%※２で目標達成 

トレンド値：108人/ha 

目標値：120人/ha 

現況値：130人/ha 

～ ～ 

７ 



 

 

７ 計画遂行に向けた取り組み 

 都市機能や居住の誘導を図るため、都市全体の観点から、まちづくりに関わる分野が連携して、

以下の施策等を総合的に展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 計画の評価 

施策・事業の効果を踏まえながら、目指すべき都市像の達成状況を確認するため、概ね５年を１

サイクルとするＰＤＣＡサイクルを取り入れ、施策・事業等の見直しを行っていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の評価・検証サイクル 

都市機能誘導区域で講じる施策 

方向性１  街なか活性化に寄与する都市機能の誘導・集約 (都心・副都心、地域拠点における都市機能の整備など) 

方向性２  選択と集中の観点からの公共施設の再構築    (公共施設マネジメントモデルプロジェクトなど) 

 

居住誘導区域で講じる施策 

方向性１  街なか活性化に寄与する住まいづくり (街なかに住みたいと思う転入者を応援する仕組みづくりなど) 

方向性２  まちづくりと一体となった住まいづくり  (街なかにおける住宅市街地の整備など) 

方向性３  総合的な住み替え施策の推進      (中古住宅や空き家などの流通促進など) 

方向性４  都心・副都心、地域拠点の活性化    (交流人口増の取り組みなど) 

 

居住誘導区域外の対応 

方向性１  居住誘導区域外における地域住民の交通手段の確保 (おでかけ交通事業への支援強化など) 

方向性２  地域活力の維持・向上      (地域活性化のためのまちづくり活動や地域課題解決の支援など) 

公共交通の確保策 

地域公共交通網形成計画と連携した、交通施策（３０施策）と、その中の取り組みの柱となる重点施策（７施策） 

届出制度の運用 

届出制度の運用による、都市機能や居住の区域内への立地の誘導 

国等の支援制度 

金融上、税制上、財政上の支援制度の活用が図られるよう周知 

 

８ 


